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こうとう区報でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止または変更される場合があります。

イベント等へ参加される際は、マスクの着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。

詳細はホームページをご確認いただくか主催者へ直接お問い合わせください。
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﹂
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︑
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︑
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︑
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︑
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︑
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︑
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︒
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︑
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︒
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︵
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︶
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︑
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︵
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︶
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︒
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︶
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︒
更
新
の
対

象
と
な
る
方
に
は
︑
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︑
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﹈
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体
障
害
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手
帳
�
級
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�
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︵
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腎
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部
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に
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い
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級
ま
で
︶
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�
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③
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障
害
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�
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︵
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︶
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③
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︑
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所
得
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下
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︵
下
表
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対
象
と
な
ら
な
い
方
﹈

①
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

②
医
療
保
険
の
自
己
負
担
の
な
い
施

設
に
入
所
し
て
い
る
方

③
﹁
⃝乳
・
⃝子
医
療
証
﹂
を
受
給
し
て

い
る
方

④
重
度
障
害
者
に
な
っ
た
年
齢
が
65

歳
以
上
で
あ
る
方

⑤
後
期
高
齢
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給
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住
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て
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る
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②
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︑
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︒
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災
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の
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を
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に
︑
毎
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と
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に
全
国
一
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週
間
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︒
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︑
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︑
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︑
気
が
か
り
な
点

が
あ
れ
ば
︑
専
門
家
へ
相
談
し
ま
し

ょ
う
︒

災
害
に
よ
る
被
害
を
防
止
し
︑
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︑
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︒
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︑
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︑
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新
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ル
ス
感
染
症
の

流
行
に
よ
り
︑
社
員
の
心
身
の
健
康

管
理
に
注
力
さ
れ
て
い
る
企
業
へ
の

支
援
と
し
て
︑
経
営
者
︑
管
理
者
を

対
象
に
し
た
ス
ト
レ
ス
ケ
ア
の
入
門

セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
︒

ス
ト
レ
ス
を
上
手
に
管
理
す
る
た

め
の
手
法
や
︑
社
内
で
の
配
慮
・
注

意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
な
ど
ス
ト
レ
ス

ケ
ア
の
基
本
を
わ
か
り
や
す
く
説
明

し
ま
す
︒
自
身
の
コ
ロ
ナ
ス
ト
レ
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解
消
に
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
︒

※
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は
︑
こ
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︵
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︶
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カ
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プ
ラ
ザ

階
︶

▢人
区
内
中
小
企
業
の
経
営
者
︑
管

理
者

人
︵
申
込
順
︶
※
�
社
�
人

15

ま
で

▢費
無
料

▢師
徳
村
勇
起
︵
臨

床
心
理
士
・
公
認
心
理
師
︶

▢申
�
月

日
︵
火
︶
午
前

時
半
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か
ら
︑
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女
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職
場
復
帰
を
前
に
し
て
︑
不
安
を

感
じ
て
い
ま
せ
ん
か
？
仕
事
と
家
事

・
育
児
の
両
立
は
︑
一
人
で
抱
え
る

問
題
で
は
な
く
︑
家
族
の
課
題
で
す
︒

職
場
へ
の
復
帰
を
家
族
の
イ
ベ
ン
ト

と
考
え
︑
復
帰
後
の
生
活
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
︑
職
場
や
家
庭
で
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
方
な
ど
︑
ワ
ー

ク
を
通
し
て
学
び
ま
す
︒
職
場
復
帰

へ
の
不
安
を
解
消
し
︑
�
人
が
思
い

描
く
﹁
チ
ー
ム
○
○
家
﹂
を
目
指
し

ま
し
ょ
う
︒

▢時

月

日
︵
日
︶
︑

月
�
日

27

10

︵
日
︶
午
後
�
時
～
�
時

▢場
小
松

橋
区
民
館
�
階
第
�
・
�
洋
室
︵
扇

橋
�
︱

�
︱

�
︶
▢人
育
休
中
︑
育

休
予
定
の
方
と
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
10

組

人
︵
申
込
順
︶
※
お
一
人
で
の

20
参
加
も
歓
迎

▢費
無
料

▢師
佐
藤
美

貴
・
勝
本
典
子
︵
育
休
後
カ
フ
ェ
＠

認
定
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
︶
▢保
幼

児
︵
�
歳


か
月
～
就
学
前
︶
�
人

程
度
︵
無
料
︑
申
込
時
要
予
約
︶
※

�
歳


か
月
未
満
の
お
子
さ
ん
は
同

伴
で
受
講
で
き
ま
す

▢申
�
月

日
︵
火
︶
午
前

時
か

25

ら
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
に

電
話
ま
た
は
窓
口
で
※
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
申
込
で
き
ま
す
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所得制限限度額表(心身障害者福祉手当、心身障害者医療費助成共通)

4,364,000円2人

4,744,000円

5人

3人

適用期間

5,124,000円4人

(本人等所得−所得控除≦所得限度額)

20歳以上：本人所得
20歳未満：(手当)配偶者または扶養義務者の所得
(医療)世帯主等の所得により判定。ただし、本人が国保の世帯主、
または社会保険による被保険者になっている場合は本人所得
※次のような扶養家族がいる場合には、左記の所得限度額にそれ
ぞれ加算されます。
・老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)
1人につき25万円

※医療費・社会保険料(医療費助成は本人のみ)等は相当額を控除

本人および扶養義務者等
の所得限度額

扶養親族
の数

3,604,000円0人

3,984,000円

5,504,000円

心身障害者医療費助成

心身障害者福祉手当

1人

9／1(火)〜令和3年8／31(火)

8／1(土)〜令和3年7／31(土)

令和元年中所得対象所得

月額

27,350円

手当額

歳
未
満

20

障
害
児
福
祉
手
当

歳
以
上

20

特
別
障
害
者
手
当

年齢

制限

手当

種類

重度の障害があるため、日常生活において常時

介護が必要な20歳未満の方(おおむね身体障害

者手帳1級および2級の一部、愛の手帳1・2度程

度の方。あるいはこれらと同等の疾病・精神障

害の方。原則専用の診断書で判定されます)。

ただし次に該当する方を除く①施設入所者②障

害を理由とする公的年金受給者。

※本人および扶養義務者の所得制限がありま

す。

重度の障害があるため、日常生活において常時

特別な介護が必要な20歳以上の方(おおむね身

体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度でか

つ障害が重複している方。あるいはこれらと同

等の疾病・精神障害の方。原則専用の診断書で

判定されます)。ただし次に該当する方を除く

①施設入所者②病院等に3か月を超えて入院し

ている方。

※本人および扶養義務者の所得制限がありま

す。

※原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に

基づく手当を受給しているときは、手当額の

併給調整があります。

対象者

月額

14,880円




